
建設業許可を取り消した建設業許可業者について、建設業法第29条の５第１項の規定により、次のとおり公告します。

令和7年1月1日

【注意事項】

・廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません。

・一覧にある業者の中には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。

１　処分の内容

　建設業法第29条第１項の規定による取消し

２　処分の原因となった事実

　建設業を廃業した旨の届出があり、このことが、建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。

３　処分年月日、許可番号、商号又は名称、代表者氏名、主たる営業所の所在地及び取り消した許可

　次の表のとおり

　※処分年月日時点の状況です。

処分年月日 商号又は名称 代表者
全部廃業又は
一部廃業

取り消した許可業種

令和6年10月21日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 24886 号 前田工業（株） 前田　良雄 広島県呉市 本通６－８－２０ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月21日 広島県知事 （ 般 － 5 ） 第 41034 号 将興業 福角　将史 広島県廿日市市 永原１１１６－５ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月16日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 34225 号 豊島電工 豊島　淳一郎 広島県広島市安佐北区 三入南２－３５－３０ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月30日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 30570 号 （株）先家建設 先家　由員 広島県呉市 阿賀南１－４－２０ 一部廃業 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水、解

令和6年10月30日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 39579 号 慶工業 柳　猛 広島県廿日市市 佐方１０４３－２８ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月30日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 39603 号 （株）真武工業 是永　武＊ 広島県呉市 広両谷２－１－４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月4日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 32763 号 昇和コンサルタント（株） 服部　満壮 広島県広島市南区 宇品御幸１－７－３ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月4日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 40392 号 （有）共栄 古家　忠義 広島県広島市安佐北区 亀山３－２０－１２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月4日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 36350 号 （株）プラント 大倉　和志 広島県広島市西区 己斐本町１－２－１５ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月16日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 34225 号 豊島電工 豊島　淳一郎 広島県広島市安佐北区 三入南２－３５－３０ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月23日 広島県知事 （ 般 － 5 ） 第 29479 号 （有）エヌケープランニング 西川　利和 広島県広島市佐伯区 観音台３－６－３１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月23日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 38435 号 ＳＥＭ 奥田　哲也 広島県広島市安佐南区 山本新町３－２２－１５ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月23日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 37161 号 （株）ＲＢ荒薦 荒薦　秀勝 広島県広島市安佐北区 落合南２－２６－１６ 一部廃業 建

令和6年10月17日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 20817 号 （有）ノブヒロ工務店 中江　希代子 広島県広島市安佐北区 亀崎１－４－９ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月17日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 40059 号 （株）新電起 新田　孝司 広島県広島市南区 東雲１－１５－１７－１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年10月17日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 36612 号 （株）ホサナ建設 石塚　隆二 広島県廿日市市 吉和９８７－１ 一部廃業 電

令和6年10月17日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 6236 号 大保電業（株） 藤井　悟 広島県広島市南区 比治山本町１４－８ 一部廃業 機

令和6年10月17日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 33530 号 （有）井上建設 井上　和哉 広島県広島市佐伯区 五日市中央１－１－９－２０５ 一部廃業 建

主たる営業所の所在地許可番号

公告


